
産業医訪問あり

事業場のメンタルヘルス体制の整備を支援

Yes

健康診断事後フォロー有 安全配慮義務上ハイリスク

No

面接指導可能 面接指導不可 ストレスチェック制度担当者のみ選任可能

短期的サポート

A.相談窓口を設置
B.義務化対策+α

C.義務化対策優先

職場環境改善に関する長期的なサポート

面接指導は必要

①不調者への専門家によるカウンセリング、

②専門医への受診勧奨、職場復帰支援

②予備群へのストレスマネジメント教育、相談窓口

すとれストレスチェックシート
実施契約

実施事務従事者のみ選任可能

YesNo

ストレスチェック後の
電話・メール・対面相談

すとれ
ストレスチェック
シート実施契約

全て
一部

No

Yes

のみ ＋α


